
一 般 質 問 通 告 書 
 

令和８年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第

６２条第２項の規定により通告します。  

  令和  ８  年 ６ 月 ９ 日  

                    恵 庭 市 議 会 議 員  生本 富士代  

恵庭市議会議長 川原 光男 様  

 ページ 1 ～ 1  

 一 問 一 答 （○有 ・ 無 ） 質問所要時間（ ５０分 ）  

大  項  目  保健福祉行政について  

小  項  目  質    問    の    要    旨  

①  高 次 脳 機 能 障

が い 者 の 支 援

について  

高次脳機能障害とは、事故や病気などで脳に損傷を受けたこと

による、記憶障害・感情の不安定・社会的行動などに困難が生じ

る障害のことです。外見からは分かりにくいため、周囲からの理

解も進んでいないという現状が課題となっています。  

本年４月より「高次脳機能障害者支援法」が施行されました。 

この支援法の基本理念の中には、居住する地域にかかわらず等し

く患者と家族が適切な支援を受けられることが明記されていま

す。本市における高次脳機能障がい者の現状と課題について、ま

た、今後の取り組みについてお伺い致します。  

②  帯 状 疱 疹 ワ ク

チ ン 接 種 事 業

について  

 

 

 

 令和７年度に国として定期接種化となり、それに合わせて本市

もワクチン接種に対する助成制度が始まりました。一年が経過し 

本市の現状と課題についてお伺い致します。  

また以下の点についてお伺い致します。  

・国が示す５年間の経過措置について  

・定期接種対象者への周知の仕方について  

・石狩管内他自治体における定期接種以外の助成制度（対象年齢

や助成金額等）について  

※議会申合せ事項第１４条（抜粋）  
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。  
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。  
 



一  般 質 問 通 告 書 

 

令和 8 年恵庭市議会第 2 回定例会において次の一般質問を行なうので、会議規則第 62 条第 2 項

の規定により通告します。 

  令和 8 年 6 月 9 日 

                             恵庭市議会議員 新岡 知恵 

恵庭市議会議長 川原 光男 様 

 ページ ２～１ 

 一 問 一 答 （ 有 ） 質問所要時間（ ６０ 分） 

大  項  目 １、市営住宅について 

小  項  目 質    問    の    要    旨 

（１）指定管理者制

度の導入について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市は、今年度から市営住宅へ指定管理者制度を導入しました。制度導入

の効果として、入居者サービスの向上が挙げられ、とりわけ管理人・共益

費管理業務、除草業務が管理事業者へ移管されることにより、入居者の負

担軽減になるとしています。 

 しかし、除雪業務などが残ることに加えて、制度導入後も管理人に代わ

り管理業務協力員を入居者にお願いするなど、一概に入居者の負担軽減に

なっていない状況があります。従来では同じ団地でも棟ごとに管理人の業

務範囲や、共益費の取り扱い、除雪や除草の管理方法が違っていました。

制度導入にあたっては、個別の状況を聞き取る必要があり、一律の管理方

法では支障が出てくると懸念します。 

また、入居者の高齢化によってニーズは変化しているとともに、コミュ

ニティの存続が困難になっているため、指定管理者においてはより丁寧な

対応が求められると考えます。 

指定管理者制度導入にあたって、事前の入居者への説明をどのように実

施したか伺います。また、今後の進め方について、市の考えを伺います。 

 

  

※議会申合せ事項第１４条（抜粋） 
 １．理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入して下さい。 
 ２．通告にない事項の質問は、出来ません。 
 
 
 
 



 氏 名  新岡 知恵 ページ ２～２ 

大  項  目 ２、作業療法士について 

小  項  目 質    問    の    要    旨 

（１）作業療法士の

活用 

 

 

 

 

 

（２）学校における

作業療法 

作業療法士は、病気や障害、発達特性などによって「生活しづらさ」を

抱える人に対して、その人らしい生活や社会参加を支援する専門職です。 

恵庭市では、子ども発達支援センターへ月１回、市内高等教育機関から

作業療法士を派遣していただき、就学前の子どもを支援していますが、職

員として作業療法士を配置すべきだと考えます。現状、外部からの派遣に

よって支援している理由とさらなる活用について伺います。 

 

 近年、学校現場では発達障害や支援を必要とする児童生徒への支援、不

登校への対応、感覚過敏や学習上の困難への支援など、多様な教育課題へ

の対応が求められています。恵庭市においても、特別支援学級や通級指導

教室、教育支援センターの設置、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーといった専門職の配置など、子どもたちへの支援体制が整備

されています。しかし、学校生活に困難を抱える児童生徒は年々増加傾向

にあり、教職員の負担も大きくなっているものと考えます。 

そのような中、近年注目されているのが、学校現場への作業療法士の参

画です。作業療法士は、子どもが日常生活や学校生活に参加するために、

本人の特性や環境の両面から評価し、具体的な支援方法を提案することが

できます。また、子ども本人への支援だけではなく、教員への助言や保護

者支援、さらには学校環境の改善にも専門性を発揮することが期待できま

す。 

現在、全国では教育委員会に作業療法士を配置し、学校を巡回する取組

や、全小中学校に学校作業療法室を設置する先進事例もあります。作業療

法士の専門性を学校教育に活用することは、支援を必要とする子どもだけ

でなく、すべての子どもたちが安心して学び成長できるインクルーシブ教

育の実現にもつながるものと考えます。 

作業療法士の専門性を学校教育に活用する可能性について、市教委の考

えを伺います。 

 
 



 





 



 



一 般 質 問 通 告 書 

 令和 8 年恵庭市議会第２回定例会において次の一般質問を行うので、会議規則第６２条第２項の規定

により通告します。 

 令和８年６月９日 

恵庭市議会議員 武藤 光一 

恵庭市議会議⾧ 川原 光男 様 

 

  ページ  1～1 

          一問一答（有・無） 質問所要時間（３０分） 

大 項 目 一 般 行 政 に つ い て 

小 項 目 質  問  の  要  旨 

第３期恵庭市中小

企業振興基本計画

について 

 このたび、令和８年度から令和１２年度までを計画期間とする、第３期恵庭

市中小企業振興基本計画が策定されたところであります。 

 時代の大きな転換点にあたって、新たな計画が、市内の中小企業・小規模事

業者にとって、確かな道しるべとなることが期待されております。 

 そこで、第３期計画について、その策定の目的、ならびに本市の各種計画に

おける位置づけについて、改めてお伺いします。 

 

恵庭市における防

災への取り組みに

ついて 

 近年線状降水帯による豪雨や自然災害の激甚・頻発化する中、国の組織改編

等を踏まえ、地方自治体にはより一層の防災行政の強化が求められています。 

本市の防災施策の現状を把握するため、直近５年間の自主防災組織の数とカ

バー率についてお伺いします。あわせて、全道・全国のカバー率の現状もお伺い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※議会申し合せ事項第 14 条（抜粋） 

  1，理事者から充分な答弁が得られるようできるだけ具体的に記入してください。 

  2，通告にない事項の質問は、できません。 


